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(57)【要約】
　布地は、布地が誘導場により静電気を消散するように布地の離散部分に位置する、ベー
スヤーンおよび帯電防止スパンヤーンを含み、布地における静電気消散のための１つ以上
の規格に適合する。帯電防止スパンヤーンは、誘導帯電防止短繊維を含んでもよく、２０
％未満の帯電防止繊維を含んでもよい。布地は、織られた布地であってもよく、帯電防止
スパンヤーンは、１：１～１：４０の帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方
向および緯糸方向の両方で布地に挿入されうる。布地は、耐炎性であり、耐炎性布地のた
めの１つ以上の規格に適合し、および／または高視認性アパレルのための１つ以上の規格
に適合してもよい。布地は、約１％未満の帯電防止繊維総含量を有してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースヤーン、および
　誘導帯電防止短繊維を含む帯電防止スパンヤーン
を含む布地であって、
　前記帯電防止スパンヤーンは、前記布地が布地における静電気消散のための１つ以上の
規格に適合するように、前記布地の離散部分に位置する、布地。
【請求項２】
　前記規格が、ＥＮ１１４９－５、ＥＮ１１４９－３、ＭＩＬ－Ｃ－８３４２９Ｂ、およ
びＦＴＭＳ１９１Ａ試験法５９３１のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、請
求項１に記載の布地。
【請求項３】
　前記帯電防止スパンヤーンが、２０％未満の誘導帯電防止短繊維を含むことを特徴とす
る、請求項１または２に記載の布地。
【請求項４】
　前記帯電防止スパンヤーンが、格子模様または縞模様で前記布地に織り込まれまたは編
み込まれていることを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の布地。
【請求項５】
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、経糸方向および緯糸
方向の両方で前記布地に挿入されていることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一
項に記載の布地。
【請求項６】
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１～１：４０の
帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向のうちの１つまたは
複数で前記布地に織り込まれていることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に
記載の布地。
【請求項７】
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
の規格に適合することを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載の布地。
【請求項８】
　高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合することを特徴とする、請求項１から
７のいずれか一項に記載の布地。
【請求項９】
　約１％未満の帯電防止繊維総含量を有することを特徴とする、請求項１から８のいずれ
か一項に記載の布地。
【請求項１０】
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
の規格に適合し、
　前記布地が、高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合し、
　前記帯電防止スパンヤーンが、約２％～１０％の誘導帯電防止短繊維を含み、残部は非
帯電防止繊維であり、
　前記布地中の帯電防止繊維総含量が、約０．１２５％～約２％であり、
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１５から１：２
５の帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向の両方で前記布
地に織られていることを特徴とする、請求項１から９のいずれか一項に記載の布地。
【請求項１１】
　ベースヤーン、および
　２０％未満の帯電防止短繊維を含む帯電防止スパンヤーン
を含む布地であって、
　前記帯電防止スパンヤーンは、前記布地が布地における静電気消散のための１つ以上の
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規格に適合するように、前記布地の離散部分に位置する、布地。
【請求項１２】
　前記規格が、ＥＮ１１４９－５、ＥＮ１１４９－３、ＭＩＬ－Ｃ－８３４２９Ｂ、およ
びＦＴＭＳ１９１Ａ試験法５９３１のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、請
求項１１に記載の布地。
【請求項１３】
　前記帯電防止短繊維が、誘導帯電防止短繊維を含むことを特徴とする、請求項１１また
は１２に記載の布地。
【請求項１４】
　前記帯電防止スパンヤーンが、格子模様または縞模様で前記布地に織り込まれまたは編
み込まれていることを特徴とする、請求項１１から１３のいずれか一項に記載の布地。
【請求項１５】
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、経糸方向および緯糸
方向の両方で前記布地に挿入されていることを特徴とする、請求項１１から１４のいずれ
か一項に記載の布地。
【請求項１６】
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１～１：４０の
帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向のうちの１つまたは
複数で前記布地に織り込まれていることを特徴とする、請求項１１から１５のいずれか一
項に記載の布地。
【請求項１７】
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
の規格に適合することを特徴とする、請求項１１から１６のいずれか一項に記載の布地。
【請求項１８】
　高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合することを特徴とする、請求項１１か
ら１７のいずれか一項に記載の布地。
【請求項１９】
　約１％未満の帯電防止繊維総含量を有することを特徴とする、請求項１１から１８のい
ずれか一項に記載の布地。
【請求項２０】
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
の規格に適合し、
　前記布地が、高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合し、
　前記帯電防止スパンヤーンが、約２％～１０％の誘導帯電防止短繊維を含み、残部は非
帯電防止繊維であり、
　前記布地が、約０．１２５％～約２％の帯電防止繊維総含量を有し、
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１５から１：２
５の帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向の両方で前記布
地に織られていることを特徴とする、請求項１１から１９のいずれか一項に記載の布地。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　静電気は、使用中に布地の表面の内および上に蓄積する傾向がある。静電気の蓄積は、
衣類取扱いにおいておよび着用者にとって迷惑であり、ある種の環境、特に可燃性ガス環
境では着用者に危害を及ぼすこともあり得る。結果として、布地が静電気の蓄積を防止ま
たは最小限にすることが望ましい。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＮ１１４９（防護衣の静電的性質）およびＭＩＬ－Ｃ－８３４２９B（軍用仕様：布
、平織およびバスケット織、アラミド）（ＦＴＭＳ１９１Ａ試験法５９３１に従って試験
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）を含めた、アパレルにおける静電気に関する１つまたは複数の規格を満たすために帯電
防止フィラメントヤーンを布地に組み込むことは知られてきた。公知の帯電防止フィラメ
ントヤーンの一つは、商品名Ｎｅｇａ－Ｓｔａｔ（登録商標）の下でＢａｒｎｅｔから入
手可能である。この帯電防止フィラメントヤーンは、導電性ヤーンであり、これは、電荷
をフィラメントヤーンに沿ってアース（使用者の身体など）に伝導させることによって静
電気を消散する（またはその蓄積を防止する）。帯電防止フィラメントヤーンは、衣類を
通っての静電気の伝導を促進するために、連続格子模様で布地に組み込まれてきた。この
ような構成は布地における静電気を有効に消散させる一方で、フィラメントヤーンは高価
であり、高い布地コストをもたらす。
【０００３】
　布地における静電気の蓄積を最小限にし、または防止するための別の公知の方法は、（
フィラメントではなく）スパンヤーン（ｓｐｕｎ　ｙａｒｎ）から布地を形成し、布地で
使用されるスパンヤーンにおよそ２％以上の帯電防止（ａｎｔｉｓｔａｔｉｃ）短繊維（
ｓｔａｐｌｅ　ｆｉｂｅｒｓ）を組み込むことである。このようにすると、帯電防止短繊
維（例えば、４０１－ＥＣＳ短繊維、Ｎｏ－Ｓｈｏｃｋ（登録商標）製品系列の下でＡｓ
ｃｅｎｄ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓから入手可能）は、布地全体に
わたってほぼ一様に分布される。４０１－ＥＣＳ短繊維は、炭素系帯電防止成分を有する
。このような構成において、帯電防止繊維は、連続的ではなく、したがって、布地を通っ
て電気を伝導せず；むしろ、布地全体にわたって分散された帯電防止繊維は、誘導場（ｉ
ｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｆｉｅｌｄ）により蓄積する静電気を消散させると認識される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　帯電防止繊維は、布地構成で使用される通常の短繊維と比較して相対的に暗色である。
結果として、布地全体にわたって分散された帯電防止短繊維を有する布地の外観は、布地
の明るい色合いが望まれる場合、特に布地が高視認性アパレルのための規格を満たすこと
が望ましい場合、望ましくない。例えば、全体に分散された相対的に暗い帯電防止短繊維
を有する布地を使用する場合、ＡＮＳＩ１０７［高視認性安全作業衣服（Ｈｉｇｈ－Ｖｉ
ｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｓａｆｅｔｙ　Ａｐｐａｒｅｌ　ａｎｄ　Ｈｅａｄｗｅａｒ）］を満
たすことは可能でないことがあり得る。暗い色合いから布地を形成するように試みる場合
にも同様の問題が起こり得る。帯電防止繊維は、明るい色合いの繊維よりは暗いが、一般
的に使用される暗い色合いの繊維ほどは暗くなく、したがって、他の短繊維の暗い背景に
対してはより明るく見えるからである。いずれの結果も望ましくない。格子模様で導電性
帯電防止フィラメントヤーンを使用する場合にも、模様におけるフィラメントの外観の空
隙または変化のために、視覚的外観問題が起こり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（概要）
　布地は、ベースヤーンと、帯電防止短繊維を含む帯電防止スパンヤーンとを含む。帯電
防止スパンヤーンは、布地が布地における静電気消散のための１つまたは複数の規格に適
合するように、布地の離散部分に位置する。このような規格には、限定されないが、ＥＮ
１１４９－５、ＥＮ１１４９－３、ＭＩＬ－Ｃ－８３４２９ＢおよびＦＴＭＳ１９１Ａ試
験法５９３１が含まれる。
【０００６】
　本発明の１つの特徴において、帯電防止短繊維は、誘導帯電防止短繊維である。さらな
る特徴において、帯電防止スパンヤーンは、２０％未満の誘導帯電防止短繊維を有する。
【０００７】
　帯電防止スパンヤーンは、格子模様または縞模様で布地に織り込まれまたは編み込まれ
ていてもよい。１つの特定の特徴において、布地は織られた布地であり、帯電防止スパン
ヤーンは、経糸方向および緯糸方向の両方で布地に挿入されている。ある種の特徴におい
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て、織られた布地中の帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比は、経糸方向および緯糸
方向の一方または両方で１：１～１：４０である。
【０００８】
　ベースヤーンは、布地が耐炎性布地のための１つまたは複数の規格に適合し得るように
、耐炎性ヤーンであってもよい。さらに、布地は、高視認性アパレルのための１つまたは
複数の規格に適合してもよい。
【０００９】
　ある特定の特徴において、布地は、約１％未満の帯電防止繊維総含量を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（詳細な説明）
　本発明の特徴の主題は、法的要件を満たすための具体性をもって本明細書で説明される
が、この説明は、特許請求の範囲を限定することが必ずしも意図されるものではない。特
許請求された主題は、他の仕方で具体化されてもよく、異なる要素または工程を含んでも
よく、他の既存または将来の技術と併せて使用されてもよい。この説明は、個々の工程の
順序または要素の配置が明示的に説明される場合を除き、様々な工程または要素の間（ａ
ｍｏｎｇ）またはそれら間（ｂｅｔｗｅｅｎ）のいずれかの特定の順序または配置を暗示
すると解釈されるべきではない。
【００１１】
　本発明の特徴は、布地中の帯電防止内容物が、スパンヤーンに形成される帯電防止短繊
維を含む緊密ブレンドによってもたらされ、スパンヤーンが布地の離散部分、例えば格子
または縞模様に位置する、帯電防止布地に関する。布地の離散部分での帯電防止短繊維の
位置決めは、誘電静電気消散特性を布地に与えるが、一方でまた布地が高視認性要件を満
たすことも可能にする。本発明の布地は、（１）格子模様に位置する帯電防止導電性フィ
ラメントヤーン、または（２）布地全体にわたってブレンドされた帯電防止短繊維を含ん
だ従来の布地とは異なる。
【００１２】
　本発明の特徴において、相対的に高い含量の帯電防止短繊維は、布地の離散部分に位置
するヤーン（「帯電防止スパンヤーン」）に紡績されるが、一方で布地中の残りのヤーン
（「ベースヤーン」）は、任意の所望のスパンヤーンおよび／またはフィラメントヤーン
から形成されてもよい。一部の特徴において、帯電防止スパンヤーンは、約２％～約５０
％の帯電防止短繊維を含んでもよく、残部は、任意の他の所望の短繊維である。ある種の
特徴において、帯電防止スパンヤーンは、約２％～約３０％の帯電防止短繊維、約２％～
約２０％の帯電防止短繊維、約２％～約１５％の帯電防止短繊維、約２％～約１０％の帯
電防止短繊維、約２％～約３０％以下の帯電防止短繊維、約２％～約２０％以下の帯電防
止短繊維、約２％～約１５％以下の帯電防止短繊維、または約２％～約１０％以下の帯電
防止短繊維を含んでもよく、残部は、任意の所望の短繊維である。１つの特定の特徴にお
いて、帯電防止スパンヤーンは、約２％～約２０％以下の帯電防止短繊維を含んでもよい
。本発明の一部の特徴において、帯電防止スパンヤーンは、２０％未満またはさらには約
１０％以下の帯電防止短繊維を含んでもよく、このようなヤーンを組み込む布地は、誘導
場を使用して静電気を消散させることによってアパレルにおける静電気に関する１つまた
は複数の規格をなお満たすことができ；対照的に、導電性繊維を用いる布地は、静電気消
散のための導電性通路を確保するための導電性繊維間の適度な接触を確保するために、帯
電防止ヤーン中に少なくとも２０％の導電性繊維を必要とすることが注目される。
【００１３】
　帯電防止スパンヤーンは、（帯電防止フィラメントヤーンとは対照的に）導電性の１０
０％連続フィラメントを含まないので、導電性ヤーンではなく、導電性静電気消散特性を
布地に与えず；むしろ、帯電防止スパンヤーンは、誘導静電気消散特性を布地に与える。
布地の離散部分（例えば、格子または縞模様）に位置する帯電防止スパンヤーンから形成
される本発明の布地は、ＥＮ１１４９（防護衣の静電的性質）およびＭＩＬ－Ｃ－８３４
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２９B（軍用仕様：布、平織およびバスケット織、アラミド）（ＦＴＭＳ１９１Ａ試験法
５９３１に従って試験）を含むが必ずしもこれらに限定されない、アパレルにおける静電
気に関する１つまたは複数の規格を満たしてもよい。
【００１４】
　布地の離散部分に位置する帯電防止スパンヤーンから形成される布地が、－布地全体に
わたって分布された帯電防止短繊維を有する布地と対照的に－これらの規格を満たし得る
という発見は、驚きであった。このような布地は、（１）帯電防止スパンヤーンは（帯電
防止フィラメントヤーンと対照的に）導電性でなく、かつ（２）帯電防止短繊維が布地に
おけるヤーンのすべてにわたって分布されないので、そこで形成される静電気を消散させ
るために十分強い誘導場を布地に形成させるとは予測されなかったため、十分な静電気消
散特性を布地に与えないと以前には考えられた。
【００１５】
　本発明の布地の別の利点は、相対的に暗い帯電防止短繊維が布地の離散部分だけに位置
するので、布地がＡＮＳＩ１０７［高視認性安全作業衣服（Ｈｉｇｈ－Ｖｉｓｉｂｉｌｉ
ｔｙ　Ｓａｆｅｔｙ　Ａｐｐａｒｅｌ　ａｎｄ　Ｈｅａｄｗｅａｒ）］に見られるものな
どの高視認性規格をなお満たし得るように、布地の残り部分は、比較的明るい色合いを有
するベースヤーン（スパンヤーンまたはフィラメントヤーン）、または比較的明るい色合
いに染色可能であるヤーンを含み得ることである。さらに、本発明の布地は、帯電防止フ
ィラメントヤーン、およびそこに見られる欠点（上記）を含まないので、本発明の布地は
、これらの視覚的欠点を含まない。
【００１６】
　本発明の布地は、布地の離散部分に位置するヤーンに紡績された相対的に高い含量の帯
電防止短繊維を有しており、布地中に約０．１２５％～約５％、および一部の特徴におい
て、約０．１２５％～約２％、約１％またはさらには約０．５％の、帯電防止繊維総含量
を有してもよい。さらに他の特徴において、布地は、約５％以下、約２％以下、約１％以
下または約０．５％以下の帯電防止繊維総含量を有する。上で検討されたように、布地の
離散部分だけに位置するこのような低い総含量の帯電防止短繊維を有するこれらの布地が
、許容できる静電気特性を有することは驚きであった。比較のために、導電性帯電防止フ
ィラメントヤーンを含む以前に公知の布地は、少なくとも１％の帯電防止内容物を有し、
布地全体にわたって分散された帯電防止短繊維の緊密ブレンドを含む布地は、少なくとも
２％の帯電防止内容物を有した。
【００１７】
　帯電防止スパンヤーンは、任意の望ましい模様で布地の離散部分に位置してよい。一部
の例示的な特徴において、帯電防止スパンヤーンは、格子模様または縞（例えば、水平ま
たは垂直）模様で布地に織り込まれまたは編み込まれている。任意の望ましい織り（例え
ば、平、綾）または編み（例えば、シングル、ダブル、平、両面）模様が使用されてよい
。さらに、帯電防止スパンヤーンは、布地中で経糸方向もしくは緯糸方向のいずれか、ま
たは例えば格子模様で布地に組み込まれる場合、経糸方向および緯糸方向の両方に位置し
てもよい。
【００１８】
　帯電防止スパンヤーンはまた、１種もしくは複数の他の帯電防止スパンヤーンおよび／
または１種もしくは複数の非帯電防止ヤーン（スパンまたはフィラメント）と撚られて、
より厚いプライドヤーンを形成してもよい。
【００１９】
　一部の特徴において、布地は、織られた布地であり、経糸方向および緯糸方向のいずれ
かまたは両方で４０ベースヤーン毎に１以下の帯電防止スパンヤーンが布地に挿入されて
いる。言い換えれば、布地中の帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比は、１：４０以
下である。一部の特徴において、帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比は、経糸方向
および緯糸方向のいずれかまたは両方で１：１～１：４０であり、あるいは他の特徴にお
いて、経糸方向および緯糸方向のいずれかまたは両方で１：１～１：３５、または１：１
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～１：３０、１：１～１：２５、１：５～１：４０、１：５～１：３５、１：５～１：３
０、１：５～１：２５、１：１０～１：４０、１：１０～１：３５、１：１０～１：３０
、１：１０～１：２５、１：１５～１：４０、1：１５～１：３５、１：１５～１：３０
、もしくは１：１５～１：２５である。
【００２０】
　上述されたとおり、帯電防止スパンヤーンは、帯電防止短繊維に加えて任意の他の望ま
しい短繊維を含むことができ、布地中の残りのヤーン（ベースヤーン）は、任意の所望の
スパンヤーンおよび／またはフィラメントヤーンを含むことができる。本発明の一部の特
徴において、布地は、帯電防止スパンヤーンに位置する帯電防止短繊維以外の帯電防止繊
維（フィラメントまたはスパン）を含まないが、ベースヤーンは、布地の高視認性能に実
質的に影響を与えることなく布地の誘導静電気消散特性を増強し得る少量の帯電防止繊維
を含み得ることが理解される。
【００２１】
　帯電防止短繊維は、任意の適当な帯電防止繊維であり得る。このような繊維の一つは、
Ｎｏ－Ｓｈｏｃｋ（登録商標）製品系列の下でＡｓｃｅｎｄ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　
Ｍａｔｅｒｉａｌｓから入手可能な、４０１－ＥＣＳである。４０１－ＥＣＳ短繊維は、
炭素含有芯および非導電性ポリアミド鞘の芯／鞘構成を有するので、誘導帯電防止短繊維
である。４０１－ＥＣＳ短繊維は炭素含有芯（ポリマーマトリックスに分散された炭素）
を有するけれども、その繊維は導電性でなく、その理由は、繊維が他の非帯電防止繊維と
一緒にヤーンに紡績される場合に、炭素含有芯が他の帯電防止繊維の芯と接触することを
繊維中の相対的に多量の非導電性鞘が防止するからであり、これにより、帯電防止スパン
ヤーンが電気を伝導させることが防止される。したがって、導電性ヤーンとして機能する
よりはむしろ、帯電防止スパンヤーンは、本明細書で記載される特徴によって布地に形成
される場合、誘導静電気消散特性を布地に与える。したがって、本発明の一部の特徴にお
いて、帯電防止短繊維は、誘導帯電防止短繊維であってもよい。さらに他の特徴において
、帯電防止短繊維は、炭素繊維またはステンレス鋼などの導電性短繊維であってもよい。
【００２２】
　一部の特徴において、布地は、個人用防護アパレルにおける使用に適した防護性布地で
ある。ある種の特徴において、布地は、限定されないが、ＮＦＰＡ２１１２［突発性火災
に対して工業従業員を保護するための耐炎性衣類に関する規格（Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｏｎ
　Ｆｌａｍｅ－Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　Ｇａｒｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ
　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ　Ａｇａｉｎｓｔ　Ｆｌａｓｈ　Ｆ
ｉｒｅ）］を含めた、耐炎性布地に関する１つまたは複数の規格を満たす耐炎性布地であ
る。
【００２３】
　本発明のベースヤーンにおける使用のための例示的な適当な繊維は、限定されないが、
耐炎性繊維、例えば、パラ－アラミド繊維、ポリベンゾオキサゾール（ＰＢＯ）繊維、Ｐ
ＢＩ繊維、モダクリル繊維、ポリ{２，６－ジイミダゾ［４，５－ｂ：４０；５０－ｅ］
－ピリジニレン－１，４（２，５－ジヒドロキシ）フェニレン}（「ＰＩＰＤ」）繊維、
ならびに天然および合成の耐炎性セルロース系繊維（天然に耐炎性であるかまたは耐炎性
にするために処理されたもの）、例えば、限定されないが、リヨセルおよびＦＲレーヨン
が含まれる。パラ－アミド繊維の例には、ＫＥＶＬＡＲ（商標）（ＤｕＰｏｎｔから入手
可能）、ＴＥＣＨＮＯＲＡ（商標）（オランタ国、ＡｒｎｈｅｉｍのＴｅｉｊｉｎ　Ｔｗ
ａｒｏｎ　ＢＶから入手可能）、およびＴＷＡＲＯＮ（商標）（やはり、Ｔｅｉｊｉｎ　
Ｔｗａｒｏｎ　ＢＶから入手可能）が含まれる。ＰＩＰＤ繊維の一例には、Ｍ５（Ｄｕｐ
ｏｎｔ）が含まれる。一部の特徴において、ベースヤーンは、すべてこれらの繊維から形
成される。例えば、布地中のベースヤーンのすべてが、単一のタイプのこれらの繊維１０
０％で形成されてよく、あるいは異なるタイプのこれらの繊維のブレンドで形成されても
よい。さらに、これらの繊維からすべて形成されたベースヤーンは、すべて短繊維、フィ
ラメント、またはフィラメントと短繊維との組合せの緊密ブレンドであってもよい。
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【００２４】
　他の特徴において、布地中のベースヤーンは、上に開示されたものなどの繊維、および
耐炎性以外の布地の二次特性（例えば、快適性、可染性／印刷適性、など）を増強するた
めに使用される１種または複数のタイプの二次繊維（「二次繊維」と称する）を含む。例
えば、布地の一部の特徴は、耐炎性繊維１００％を有するヤーン（例えば、上に開示され
たもの）および１種または複数のタイプの二次繊維を（上に記載された耐炎性繊維に加え
てか、またはそれを除外して）含むヤーンから形成されてもよい。他の特徴において、布
地を形成するヤーンは、１種または複数の耐炎性繊維（例えば、上に開示されたもの）と
１種または複数のタイプの二次繊維とのブレンドから形成される。ブレンドヤーンは、ス
パン繊維、フィラメント、またはフィラメントと短繊維との組み合わせ、の組み合わせで
あってもよい。
【００２５】
　このような二次繊維は、布地の特性、例えば、限定されないが、布地の快適性、耐久性
、および／または可染性／印刷適性を増強するために選択され得る。二次繊維はまた、耐
炎性であってもよい。
【００２６】
　布地の快適性（すなわち、より高い水分再吸収（ｒｅｇａｉｎ）、柔らかい手触りなど
を有する）を増強する二次繊維は、本明細書で「快適性繊維」と称される。本明細書で使
用される場合の「快適性繊維」には、限定されないが、セルロース系繊維、ポリベンズイ
ミダゾール（ＰＢＩ）繊維、ＴＡＮＬＯＮ（商標）（Ｓｈａｎｇｈａｉ　Ｔａｎｌｏｎ　
Ｆｉｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能）、レーヨン、羊毛、およびそれらのブレンド
が含まれる。セルロース系繊維の例には、綿、レーヨン、アセテート、トリアセテート、
およびリヨセル繊維（ならびにそれらの耐炎性対応物であるＦＲ綿、ＦＲレーヨン、ＦＲ
アセテート、ＦＲトリアセテート、およびＦＲリヨセル）が含まれる。好適なレーヨン繊
維の例は、Ｌｅｎｚｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能な、Ｌ
ｅｎｚｉｇによるＶｉｓｃｏｓｅ（商標）およびＭｏｄａｌ（商標）である。リヨセル繊
維の例には、両方ともＬｅｎｚｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手
可能な、ＴＥＮＣＥＬ　Ｇ１００（商標）およびＴＥＮＣＥＬ　Ａ１００（商標）が含ま
れる。ＦＲレーヨン繊維の一例は、やはりＬｅｎｚｉｇ　Ｆｉｂｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎから入手可能な、Ｌｅｎｚｉｎｇ　ＦＲ（商標）である。
【００２７】
　布地の可染性／印刷適性を増強する二次繊維は、本明細書で「可染性繊維」と称され、
可染性および染料印刷可能（顔料印刷可能とは区別される）である繊維などがある。本明
細書で使用される場合の「可染性繊維」には、限定されないが、モダクリル繊維、セルロ
ース系繊維、メタ－アラミド繊維、ポリベンズイミダゾール（ＰＢＩ）繊維、メラミン繊
維、ＴＡＮＬＯＮ（商標）（Ｓｈａｎｈａｉ　Ｔａｎｌｏｎ　Ｆｉｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙから入手可能）、レーヨン、ポリエステル、ポリビニルアルコール、羊毛、ポリエーテ
ルイミド、ポリエーテルスルホン、ポリアミド、およびそれらのブレンドが含まれる。好
適なモダクル繊維の一例は、日本国、大阪のＫａｎｅｋａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから
入手可能なＰＲＯＴＥＸ（商標）である。セルロース系繊維の例には、綿、レーヨン、ア
セテート、トリアセテート、およびリヨセル繊維（ならびにそれらの耐炎性対応物である
ＦＲ綿、ＦＲレーヨン、ＦＲアセテート、ＦＲトリアセテート、およびＦＲリヨセル）が
含まれる。好適なレーヨン繊維の例は、Ｌｅｎｚｉｇ　Ｆｉｂｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎから入手可能な、ＬｅｎｚｉｎｇによるＶｉｓｃｏｓｅ（商標）およびＭｏｄａｌ
（商標）である。リヨセル繊維の例には、両方ともＬｅｎｚｉｎｇ　Ｆｉｂｅｒｓ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能な、ＴＥＮＣＥＬ　Ｇ１００（商標）およびＴＥＮＣＥ
Ｌ　Ａ１００（商標）が含まれる。ＦＲレーヨン繊維の一例は、やはりＬｅｎｚｉｎｇ　
Ｆｉｂｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能な、Ｌｅｎｚｉｎｇ　ＦＲ（商標）
である。メタ－アラミド繊維の例には、ＮＯＭＥＸ（商標）（ＤｕＰｏｎｔから入手可能
）、ＣＯＮＥＸ（商標）（Ｔｅｉｊｉｎから入手可能）、およびＫｅｒｍｅｌ（Ｋｅｒｍ
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ｓｏｆｉｌ　Ｆｉｂｅｒｓから入手可能）である。
【００２８】
　本発明のベースヤーンにおける使用に適するさらなる二次繊維には、限定されないが、
超高密度ポリエチレン繊維、炭素繊維、絹繊維、ポリアミド繊維、およびポリエステル繊
維が含まれる。超高密度ポリエチレン繊維の例には、ＤｙｎｅｅｍａおよびＳｐｅｃｔｒ
ａが含まれる。ポリエステル繊維の一例は、ＶＥＣＴＲＡＮ（商標）（Ｋｕｒａｒａｙか
ら入手可能）である。
【００２９】
　本発明による布地は、任意の所望の重量を有し得る。一部の特徴において、単層または
多層布地は、約１～２０ｏｓｙ、または約３～１５ｏｓｙ、またはさらには３～１２ｏｓ
ｙもしくは４～９ｏｓｙの重量を有し得る。
【００３０】
　上で検討されたとおり、帯電防止スパンヤーンは、帯電防止短繊維に加えて、任意の他
の所望の短繊維を含み得る。このような短繊維には、限定されないが、上に記載された耐
炎性または二次繊維のいずれもが、それらのブレンドを含めて、含まれる。
【００３１】
　本発明の具体的な特徴を例証するが本発明を限定することは意味されない、以下の実施
例によって、本発明はさらに例証される。
【実施例】
【００３２】
　（実施例１）
　以下の構成を有するサンプル布地を調製し、アパレルにおける静電気に関する様々な規
格に対して試験した（繊維含量はパーセントとして記載）。
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【表１】

【００３３】
　サンプル布地はすべて、ＡＮＳＩ１０７の高視認性要件を満たした。
【００３４】
　（静電気減衰）
　静電気減衰試験は、ＭＩＬ－Ｃ－８３４２９８Ｂの適合性について各布地について行い
（ＦＴＭＳ１９１Ａ試験法５９３１に従って試験して）、これらの写しを添付し、以下の
結果であった：
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【表２】

【００３５】
　帯電防止スパンヤーンを含むすべての布地（サンプルＡ、サンプルＢおよびサンプルＣ
）は静電気減衰要件を満たしたが、一方で対照（サンプルＤ）はそうでなかった。
【００３６】
　（誘導減衰）
　誘導減衰試験は、ＥＮ１１４９－５（２００８）およびＥＮ１１４９－３（２００４方
法２誘導減衰）の適合性について布地Ａ、布地Ｂおよび布地Ｃについて行った。各布地を
、２３±１℃および２５±５％の部屋湿度で調整および試験した。ＥＮ　ＩＳＯ６３３０
（２０１２手順５Ｍ）に従う５回の洗濯／乾燥サイクルの洗浄前処理を、タンブル乾燥（
手順Ｆ、最高６０℃出口温度）を用いて５０℃で行った。結果を以下に要約する：

【表３】

【００３７】
　試験結果からわかるように、サンプルＡ、サンプルＢおよびサンプルＣのそれぞれは、
誘導減衰のためのＥＮ１１４９－５要件を満たした。
【００３８】
　誘導減衰試験結果は、導電性帯電防止フィラメントヤーンを含むもの（比較布地Ａ）お
よび布地全体にわたって分散された帯電防止繊維の緊密ブレンドを含むもの（比較布地Ｂ
）を含めて、公知の従来技術の帯電防止布地と比較することができる。これらの布地の誘
導減衰試験結果を、以下に比較として提供する。
【００３９】
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　比較布地Ａ：４７／３７／１５／１（モダクリル／リヨセル／パラ－アミド／Ｎｅｇａ
－ｓｔａｔ（登録商標）帯電防止フィラメント（布地中の全内容物）。布地重量：５．８
ｏｓｙ。
【００４０】
　比較布地Ｂ：４７／３６／１４／３（モダクリル／リヨセル／パラ－アラミド／Ｎｏ－
Ｓｈｏｃｋ（登録商標）帯電防止短繊維（布地中の全内容物）。布地重量：５．８ｏｓｙ
。
【表４】

【００４１】
　サンプルＡ、サンプルＢおよびサンプルＣと同じように、比較布地Ａおよび比較布地Ｂ
は、それぞれが予想通りにＥＮ１１４９要件を満たした。しかしながら、布地中の全帯電
防止内容物は、１％（比較布地Ａ）および３％（比較布地Ｂ）であったことが注目に値す
る。しかしながら、上でわかるように、本発明による布地は、ＥＮ１１４９要件をなお満
たしながら、実質的により低い帯電防止繊維含量で作製することができる。帯電防止繊維
含量の減少は、布地のコストを低下させ、および布地が高視認性要件を満たすことをより
容易にさせるが、これは相対的に暗い帯電防止繊維がより少ない量で布地に含まれるから
である。さらに、より暗い色合いにおいて使用される場合、本発明による布地は、より視
覚的に望ましい布地を与えるが、これは相対的に明るい帯電防止繊維がより少ない量で布
地中に存在するからである（布地中のより暗いベース繊維と比較して）。
【００４２】
　（実施例２）
　より高い重量および以下の構成を有する別のサンプル布地を調製し、誘導減衰について
試験した（繊維含量はパーセントとして記載）。
【表５】
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【００４３】
　誘導減衰試験は、ＥＮ１１４９－５（２００８）およびＥＮ１１４９－３（２００４方
法２誘導減衰）の適合性について布地Ｅについて行った。布地は、２３±１℃および２５
±５％の部屋湿度で調整および試験した。ＥＮ　ＩＳＯ６３３０（２０１２手順４N）に
従う５回の洗濯／乾燥サイクルの洗浄前処理を、タンブル乾燥（手順Ｆ、最高６０℃出口
温度）を用いて４０±３℃で行った。洗濯は、基準洗剤３を使用してＷａｓｃａｔｏｒ　
Ｍａｃｈｉｎｅ（タイプＡ１）で行った。タイプＩＩＩの、ポリエステル１００％をバラ
ストとして用い、検体およびバラストの空気乾燥総質量は２．０１ｋｇであった。結果を
以下に要約する：
【表６】

【００４４】
　試験結果からわかるように、サンプルＥは、誘導減衰についてのＥＮ１１４９－５要件
を満たした。
【００４５】
　図面に描写した、または上に記載した成分の異なる配置、ならびに示されていないまた
は記述されていない成分および工程が可能である。同様に、ある複数の特徴およびサブコ
ンビネーションが有用であり、他の特徴およびサブコンビネーションへの言及なしに用い
られうる。本発明の特徴を、例証的なかつ制限的でない目的のために説明してきたが、代
替の特徴が、本特許の読者には明らかとなる。したがって、本発明は、上に記載された、
または図面に描写された特徴に限定されず、様々な特徴および変更を、以下の特許請求の
範囲の範疇から逸脱することなくなすことができる。
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